
 
 

「遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進協議会」の設立趣旨 

【経緯・背景】 

 

遠賀川流域は、福岡県北部の筑豊地方における社会、経済、文化の基盤

をなすとともに、古くから続く稲作文化や石炭産業によって、わが国の近

代化や戦後復興に大きな役割を果たすなど、人々の生活や文化、経済と深

く結びついてきた。また、遠賀川流域は国定公園や県立自然公園に指定さ

れ、四季の景に恵まれた渓谷など豊かな自然環境を有し、人々の憩いの場

や身近な自然環境として親しまれている。 

遠賀川では、これまで行政機関と住民団体等による水質改善の取り組み

や「多自然川づくり」を基本とした河川の整備が進められているが、多様

な生物・生息する環境を再生するには、多くの課題が残されている。 

また、流域においては、山地部の森林荒廃や、人口減少、高齢化、雇用

の確保などの課題が顕在化している。 

そのような中、平成 24 年 1 月に開催された第 3 回 I LOVE 遠賀川流域

リーダーサミットでは、福岡県知事と流域の 22 市町村長が一堂に会し、

「遠賀川の豊かな水の流れや生態系を守るため、一体となって水源の森林

や多様な生物の生息・生育環境を育てる」等を目標として掲げる「遠賀川

流域宣言」がなされた。 

遠賀川流域では、これまで流域の各地で森林保全や河川の自然再生、環

境学習などの取組が個々に行われてきているが、流域レベルで生態系ネッ

トワーク形成を促進するためには、各主体が共通の目標を持ち、連携と協

働により取組んでいくことが必要である。 

このような背景のもと、遠賀川を基軸とした生態系ネットワーク形成の

促進を図っていく上で、進むべき方向を示すために国土交通省遠賀川河川

事務所では、学識者からなる遠賀川流域生態系ネットワーク検討委員会を

設置し検討を重ね、平成 29 年 8 月に「遠賀川における生態系ネットワー

ク形成の促進に向けて（提言）」がとりまとめられた。 

 

この提言を踏まえて遠賀川流域における多様な生物の生息・生育環境を

保全・再生する取組を実践していくため、国土交通省、環境省、福岡県、

流域内の 7市 13 町 1村（21 市町村）からなる「遠賀川流域生態系ネット

ワーク形成推進協議会」を組織した。 
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【参考：遠賀川流域宣言】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：推進協議会の位置付け】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○遠賀川流域生態系ネットワーク検討委員会【学識者等】 
平成 27 年 2 月 25 日設置 

○遠賀川流域における生態系ネットワーク形成の促進に向けて（提言） 
・現状と課題を整理し、今後の方向性について提言 

平成 29年 8月 18日提言 

遠賀川流域における生態系ネットワーク形成に向けた取組 
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流域一体で生態系ネットワーク形成を推進していく取組 

設置 

提言 

設置 

○遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進協議会に向けた準備会【行政機関】 
第１回準備会 平成 30 年 2月 26日開催   

第２回準備会 平成 30 年 6月 27日開催  

○遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進協議会【行政機関】 
平成 30 年 8 月 1 日設置 

 
 

 

 

 

 

 
○遠賀川流域における生態系ネットワーク形成のための取組方針 

平成 30 年 8 月策定 

国 
国土交通省 

環境省 

福岡県 
県土整備部 

環境部 

農林水産部 

出先事務所 

流域市町村 
７市１３町１村 

 

学識者・住民団体 等 

必要に応じて参加・助言 

関係機関が連携・協働による実践

フォローアップ 

フォローアップ 

第 1 回準備会（H30.2.26）  

第 1 回推進協議会（H30.8.1） 



 

 

遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進協議会 規約   

 

（名 称） 

第 1 条 本会の名称は、遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進協議会（以下「協議会」

という。）とする。 

 

（目 的） 

 第 2 条 本協議会は、遠賀川流域における多様な生物の生息・生育環境を保全・再生し

ていくため、国、県、市町村等が連携して、生態系ネットワーク形成のための目

標を共有し、相互の生物多様性の保全・再生等の取組を一体的に推進することを

目的とする。 

 

（組 織） 

 第 3 条 協議会は（別表－１）に掲げる構成員をもって構成する。 

 

（役 員） 

第 4 条 協議会は、次の役員を置く。 

     会 長 １名 

     副会長 １名 

 

（会 長） 

 第 5 条 会長は、遠賀川河川事務所長をもって、これに充て会務を運営する。 

  ２ 会長は、必要に応じて協議会を招集し議事運営を行う。 

  ３ 会長は、第 3 条によるもののほか、必要に応じて構成員以外（学識経験者、住民団

体等）を協議会に出席させ、意見を求めることが出来る。  

 

（副会長） 

第 6 条 副会長は、福岡県河川整備課長をもって、これに充てる。 

  ２  副会長は、会長を補佐するものとする。 

 

（事務局） 

第 7 条 協議会の事務局を、遠賀川河川事務所に置く。 

 

（協議会の取組事項） 

 第 8 条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。 

一 協議会は、生態系ネットワークの形成を実現するために、各構成員がそれぞれ

又は連携して取り組む事項をまとめた流域の取組方針を作成し、共有する。 

二 流域における自然環境や生態系に関する情報を共有するとともに、各構成員が

それぞれ又は連携して実施している取り組み状況等について共有する。 



 
三 生態系ネットワーク形成を推進するために、自然環境の保全・再生活動の普及・

啓発に取り組む。 

四 毎年、協議会を開催するなどして、流域の取組方針に基づく実施状況を確認す

る。また、取組の推進状況について定期的にフォローアップを行う。 

五 その他、生態系ネットワーク形成を促進するために必要な事項を取り組む。 

 

（作業部会） 

第 9 条 必要に応じて協議会の下部組織として、作業部会を設けることができる。 

 

（会議の公開） 

第 10 条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっ

ては、非公開とすることができる。 

 

（協議会資料の公表） 

第 11 条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、

生物の貴重種等で公表することが適切でない資料等がある場合には、この限りで

はない。 

 

（規約改正） 

第 12 条 この規約を改正する必要が生じた場合は、協議会構成員の２/３以上の合意を得

て改正することができるものとする。 

 

（雑則） 

第 13 条 協議会の規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必

要な事項については、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

第 14 条 この規約は、平成３０年 ８月 １日から実施する。 



 
（別表－１） 

 

遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進協議会 構成員 

 

国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所長  【会長】 

環境省 九州地方環境事務所 環境対策課長 

福岡県 県土整備部 河川整備課長         【副会長】 

環境部   自然環境課長 

農林水産部 農山漁村振興課長 

直方県土整備事務所長 

北九州県土整備事務所長 

田川県土整備事務所長 

飯塚県土整備事務所長 

宗像・遠賀保健福祉環境事務所 環境長 

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 環境長 

八幡農林事務所長 

飯塚農林事務所長 

北九州市長 

直方市長 

飯塚市長 

田川市長 

中間市長 

宮若市長 

嘉麻市長 

芦屋町長 

水巻町長 

岡垣町長 

遠賀町長 

小竹町長 

鞍手町長 

桂川町長 

香春町長 

添田町長 

糸田町長 

川崎町長 

大任町長 

福智町長 

赤村長 

※必要に応じて、学識者や住民団体等が参加する 

 


